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第Ⅰ章 水道工事積算基準 

 第２節 直接工事費の積算 

  ２－１ 材料費 

   ２－１－１ 数量 

数量は、工事を施工するに必要となる標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加

算するものとする。 
 

 

２－１－２ 価格 

（１） 価格の決定 

価格は、原則として、設計書決裁時における市場価格とし、消費税等相当額は含まないものとする。

設計書に計上する材料の単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、

買入価格、買入れに要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。 

また、工事の規模、工種、施工箇所及び施工条件等から下記によりがたい場合は事前に主管課と協

議のうえ別途決定する。 

 

ア 水道工事資材等単価表による場合 

水道工事資材等単価表に単価がある場合は、これを積算に用いる単価とする。 

イ 土木工事資材等単価表による場合 

アの方法によりがたい場合は、土木工事資材等単価表に掲載されている単価を積算に用いる単価

とする。 

ウ 物価資料による場合 

（ア）ア及びイの方法によりがたい場合は、単価の決定は、物価資料等（「建設物価（Web版を含む）」

（一般財団法人建設物価調査会）及び「積算資料（電子版を含む）」（一般財団法人経済調査会））

に掲載されている実勢価格の平均を設計単価として採用する。ただし、一方の資料にしか掲載

のないものについては、その価格とする。有価品等（スクラップ評価額など）の価格も同様に

扱う。 

  なお、適用月は必要時最新のものとする。 

（イ）公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している販売希望価格

であり、実勢の価格と異なるため、積算に用いる単価としない。 

エ ア、イ及びウにより難い場合 

（ア）１工事において調達価格（材料単価×使用数量）が 100 万円以上の場合は、特別調査（臨   

時調査）として計画課にて調査を行い、材料単価を決定するものとする。 

ａ 特別調査（臨時調査）への該当の有無は参考見積により判断する。 
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なお、他工事の実績や「建設物価」及び「積算資料」の類似品目の材料単価から類推可能で

あれば、参考見積は不要とする。 

 

（イ） （ア）により難い場合においては、見積りによって決定するものとする。なお、その場合は、

次によるものとする。 

  ア）資材等単価見積の聴取方法 

ａ 見積りの提出を依頼する場合は、現場持込価格であることや、見積有効期間，形状寸法，

品質，規格，納入数量，納入時期，納入場所など、詳細な条件を付し、所属長から見積

り依頼する。 

ｂ 見積りは、原則として３社以上とし、可能な限り多く徴収する。 

ｃ 材料単価は現場着価格とする。 

ｄ 原則として、建設業団体や工法協会等からは見積り等を徴収しない。 

 

イ）見積による単価の決定方法 

ａ 複数の部材で構成されている資材について見積りを徴収した場合等、一体価格で判断する

ことが妥当な場合は、その合計額で判断できる。 

ｂ 単価の決定については、類似品や過去のデータ等との比較を行い、実勢取引価格であるこ

とについての審査を行い、決定理由を整理した上、所属決議により決定するものとする。 

   

ウ）審査基準について 

ａ見積りが２社以上の場合、平均価格をもって設計単価とする。 

※1  平均価格は、徴収したすべての見積り結果を単純平均して算出する。端数処理は (3) 設

計単価の端数処理のとおり。 

※2 徴収した見積りの平均価格に対して 30％以上の差異がある見積りについては、当該業

者に見積り条件の確認等の聞き取りを実施し、適正であると判断できる場合は、有効見

積りとして取り扱うことができる。なお、平均価格に対して 30％未満であったとして

も、見積り内容に疑義がある場合は聞き取りを実施すること。 

b見積りが１社となる場合、その価格をもって設計価格とする。 

※1  見積りが１社となる場合は、見積り対象の特殊性，現場状況等を審査し、見積りの妥当

性を判断すること。 

 

オ 価格変動が著しい場合 

主要資材単価の変動が著しい場合は、「物価資料等の速報」価格を採用する。 
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ａ 見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積り有効期限等の

条件を必ず提示し、所属長から見積依頼を行う。 

なお、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。 

ｂ 正式見積りは、原則として３社以上可能な限り多くの見積りを徴収する。 

ｃ 材料単価は現場着価格とする。 

ｄ 決定方法 

 （ａ）同一工事の１資材に複数の規格がある場合や、同一種類の単価に設計数量を乗じて得ら

れる金額は、その合計額で判断することとする。 

  （ｂ）単価の決定については、類似品や過去のデータ等との比較を行い、実勢取引価格である

ことについての審査を行い、決定理由を整理した上、所属決議により決定するものとす

る。 

  （ｃ）見積りが３社以上の場合、その中の最低価格をもって設計単価とする。 

    ※１ 最低価格が他の見積りと比較し著しく安価な場合、当該業者に聞き取り等を行い、

審査を行うこと。結果、適切でないと判断された場合は除外してよい。 

    ※２ ※１の理由により見積りが２社以下となる場合、次点の価格をそのまま採用してよ

い。 

  （ｄ）見積りが２社以下となる場合、最低価格の９０％をもって設計価格とする。 

    ※３ 見積り対象の特殊性、現場状況、市場の価格等を審査し、９０％とすることが適切

でないと判断される場合、見積価格をそのまま採用してよい。 

    ※４ ３社以上に依頼したが、辞退等により２社以下となった場合、市場の価格等を審査

し、９０％とすることが適切でないと判断された場合、見積価格をそのまま採用し

てよい。 
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（２） 類似品の取扱いについて（見積からの単価設定） 

物価資料に類似品が掲載されている場合は、類似品を含めて見積りを徴収し、決定方法は次のとおり。 

           

    類似品の物価資料単価 

  設計単価＝見積単価× 

              類似品の見積単価 

 ただし、類似品の物価資料単価／類似品の見積単価が1.00を超える場合は、1.00を上限とする。 

（３）  設計単価の端数処理 

１）１万円以上のものは、有効数字４桁（有効数字５桁目を切り捨て）とする。 

２）１万円未満のものは、有効数字３桁（有効数字４桁目を切り捨て）とする。 

３）有効数字３桁目が円以下となる場合は、原則として円止めとする。 

  ４）なお、１）～３）については、設計単価及び材料単価に適用するものとし、機械損料、機械賃料につい

ては、「建設機械等損料表」によるものとする。ただし、機械賃料について賃料補正（夜間補正）を行っ

た単価は円止め（円未満切捨て）とする。 

 

例１）物価資料の場合（建設物価及び積算資料の平均の価格を採用する） 
・ １１，９１１円 ： １２，３４５円 → １２，１２０円 
・  １，１９９円 ：  １，２３４円 →  １，２１０円 
・  １１９．９円 ：  １２３．４円 →    １２１円 

 
例２）見積の場合（２社以下の場合） 
・ １１，９９０円×９０％＝１０，７９１円＝１０，７９０円 
・  １，１９０円×９０％＝ １，０７１円＝ １，０７０円 
・    １１９円×９０％＝ １０７．１円＝   １０７円 
・    １０９円×９０％＝  ９８．１円＝    ９８円 
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２－２ 労務費 

２－２－１ 所要人員 

基準書に掲載されておらず、準用可能な基準のない工種を積算するための歩掛、または土木工事資材等単

価表や物価資料等に掲載が無く、特別調査の対象外となる単価を必要とする場合は、見積りにより対応する

ものとする。 

見積りの徴収にあたっては公平性を確保し、単価においては市場性の反映にも留意すること。 

１．歩掛の見積り 

（1）見積の徴収方法 

1）見積りの提出を依頼する場合は、工種内容，施工数量，施工条件，現場条件など、詳細な条件を付

して依頼する。 

2）見積り依頼先は、原則として３社以上とし、可能な限り多く徴収する。 

3）原則として、建設業団体や工法協会等からは見積り等を徴収しない。 

4）変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。 

（2）見積による歩掛の決定方法 

1）一連作業となる複数の工法について同一業者より見積りを徴収した場合等、一体価格で判断するこ

とが妥当な場合は、施工数量をかけた合計額で判断できる。 

2）歩掛としての比較とするため、各見積に使用されている単価・損料の価格差が、採用の決定要因と

ならないことを確認する。 

3）歩掛の決定については、類似工法や過去データ等との比較を行い、所属決議により決定するものと

する。 

（3）審査基準について 

1）見積りが３社以上の場合、その中の中央値を採用歩掛とする。 

※1 徴収した見積りを並べ、その中央値の見積りを採用する。見積りの数が偶数となる場合は、 

中央値となる２社のうち低い方を採用する。 

2）見積りが２社以下となる場合、最低価格をもって採用歩掛とする。 

※1 見積りが２社以下となる場合は、見積り対象の特殊性，現場状況等を審査し、見積りの妥当 

性を判断すること。 

 

２－２－２ 労務単価 

 設計書に計上する労務単価は「土木工事資材等単価表（神奈川県県土整備局）」の一般労務単価による。 
 なお、これらの労務単価は昼間実働８時間に対するものである。 

 
２－２－３ 夜間工事の労務単価 
 
    (略) 

 

 

２－２ 労務費 

２－２－１ 所要人員 
 員数は原則として標準歩掛によるものとする。ただし、施工歩掛の無い工種については、工事費見積書を徴

するものとし、この場合の取扱いは、次のとおりとする 
(1) 見積書には、員数、単価及び金額を明記させるものとする。 
(2) 見積書の査定率は100％とする。 
(3) 見積書の員数を施工歩掛として採用し、労務単価は当局単価を採用する。 
 ただし、工事の規模、工種、施工箇所、施工条件、発注時期などを考慮して、適正な歩掛であるかを

検討する。 
 

 

２－２－２ 労務単価 

 設計書に計上する労務単価は「土木工事資材等単価表（神奈川県県土整備局）」の一般労務単価による。 
 なお、これらの労務単価は昼間実働８時間に対するものである。 

 
 
２－２－３ 夜間工事の労務単価 
 通常勤務すべき時間帯（８時から 17 時）を超えて作業を計画する場合は、「土木工事標準積算基準書（神

奈川県県土整備局）」により積算する。 

 なお、水道工事における夜間工事は、20時から６時までとする。（労務単価基準額に1.5を乗ずる。） 

 

 

２－２－４ 労務単価の補正 
 夜間及び時間的制約等により補正を行う場合は、算出された設計労務単価額を円止めとし、円未満は切り

捨てとする。 

 

 

２－３ 直接経費 

２－３－１ 特許使用料 
 特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とするも

の。 
 
 
２－３－２ 水道光熱電力料 
 工事を施工するために必要な電力、電灯使用料、用水使用料及び投棄料等とするものとする。 
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語句訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 関節工事費の積算 

３－１ 間接工事費 

（１） 間接工事費とは、工事の目的物の出来高には直接関係はないが、各部門の実施に対して共通に使

用されるものについて要する費用で、共通仮設費と現場管理費に分けて積算する。共通仮設費は、

運搬費、準備費、現場環境改善費、役務費、技術管理費、営繕費、事業損失防止施設費、安全費

等に要する費用である。 

 

（２） ２種以上の工種内容からなる工事についての共通仮設費及び現場管理費の算定は、その主たる工

種区分を適用できることとする。 

 

（３） 主たる工種とは、当該対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は直

接工事費で判断する。 

（４） 設計変更時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種を適用する。 

 

 

３－２ 共通仮設費 

３－２－１ 共通仮設費 

共通仮設費の算定は、表３－２－１－３の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算によ

る額とを加算しておこなうものとする。 

 

共通仮設費＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋｒ）＋積上げ額 

 

（１） ～ （４）    略    

 

   表３－２－１－２ 間接工事費等の項目別対象表 

         

（表略） 

 

注1.共通仮設費対象額とは、直接工事費（仮設工を含む）＋支給品費＋事業損失防止施設費 +準備費に含

まれる処分費である。 

注2.管材費とは、導水、浄水、配水において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、消火栓、空気

弁等の弁類、その他流量計等の管路付属設備の費用を言う。なお筺類、さや管類、外面被覆材等の費用

は含まない。＊管材は管等の内面が水に接する材料である。（表３－２－１－４） 

   注３．～注６.  （略） 

 

 

第３節 関節工事費の積算 

３－１ 間接工事費 

（１） 間接工事費とは、工事の目的物の出来高には直接関係はないが、各部門の実施に対して共通に

使用されるものについて要する費用で、共通仮設費と現場管理費に分けて積算する。共通仮設

費は、運搬費、準備費、現場環境改善費、役務費、技術管理費、営繕費、事業損失防止施設費、

安全費等に要する費用である。 

 

（２） ２種以上の工種内容からなる工事についての共通仮設費及び現場管理費の算定は、その主たる

工種区分を適用できることとする。 

 

（３） 主たる工種とは、当該対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は

直接工事費で判断する。 

 

（４） 変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種を適用する。 

 

３－２ 共通仮設費 

３－２－１ 共通仮設費 

共通仮設費の算定は、表３－２－１－３の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算に

よる額とを加算しておこなうものとする。 

 

共通仮設費＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋｒ）＋積上げ額 

 

（１） ～ （４） （略）    

 

   表３－２－１－２ 間接工事費等の項目別対象表 

         

（表略） 

 

注１．共通仮設費対象額とは、直接工事費（仮設工を含む）＋支給品費＋事業損失防止施設費 +準備費に

含まれる処分費である。 

  注２．管材費とは、導水、浄水、配水において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、消火栓、

空気弁等の弁類、その他流量計等の管路付属設備の費用を言う。なお筺類、さや管類、外面被覆

材等の費用は含まない。＊管材は管等の内面が水に接する材料である。（表３－２－１－４） 

  注３．～注６.  （略） 
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数位の訂正 

 

 

第４節 

４－１ 数値基準 

  （略） 

表４－１ 数値基準 

工 種 種   別 単 位 数 位 備         考 

一 般 
施工延長 ｍ 0.1  

管布設延長 ｍ 0.1  

共通工 

防食テープ巻付工 ｍ 0.1  

ポリエチレンスリーブ被

覆工 
ｍ 0.1  

明示テープ巻付工 ｍ 0.1  

      

                    （表略）   

排 水 工 Ｌ形、Ｕ形 ｍ 1 
ただし径 1ｍ以上の管渠類の場合は

0.1ｍ単位 

塗装工 

素地調整 ｍ2 1  

水管橋外面塗装(現場塗

装) 
ｍ2 1  

水管橋外面塗装(新設管塗

装) 
ｍ2 1  

外面塗装(ＦＲＰ) ｍ2 1  

外面塗装(ＦＲＳ) ｍ2 1  

ブチルコム系テープ工 

(現場塗装) 
ｍ2 1  

ペトロラタム系防食工 ｍ2 1  

塗装工 ｍ2 1  

防水工 防水工 ｍ2 1  

構内維持工 

樹木剪定 本 1  

移植、補植 本 1  

支柱 本 1  

除草 ｍ2 1  

樹木施肥、防除 本 1  

潅水 ｍ2 1  

芝刈り ｍ2 10 ただし1,000ｍ2未満は1ｍ2単位 

スクラップ等 

評価額 
水道管等撤去材処理料 ｔ 0.01  

  例 

  ・コンクリート 0.08㎥ ⇒ 0.1㎥ 

          1.8 ㎥ ⇒ 2 ㎥ 

 

 

 

第４節 

４－１ 数値基準 

  （略） 

表４－１ 数値基準 

工 種 種   別 単 位 数 位 備         考 

一 般 
施工延長 ｍ 0.1  

管布設延長 ｍ 0.1  

共通工 

防食テープ巻付工 ｍ 0.1  

ポリエチレンスリーブ被

覆工 
ｍ 0.1  

明示テープ巻付工 ｍ 0.1  

      

                    （表略）   

排 水 工 Ｌ形、Ｕ形 ｍ 1 
ただし径 1ｍ以上の管渠類の場合は

0.1ｍ単位 

塗装工 

素地調整 ｍ2 1  

水管橋外面塗装(現場塗

装) 
ｍ2 1  

水管橋外面塗装(新設管塗

装) 
ｍ2 1  

外面塗装(ＦＲＰ) ｍ2 1  

外面塗装(ＦＲＳ) ｍ2 1  

ブチルコム系テープ工 

(現場塗装) 
ｍ2 1  

ペトロラタム系防食工 ｍ2 1  

塗装工 ｍ2 1  

防水工 防水工 ｍ2 1  

構内維持工 

樹木剪定 本 1  

移植、補植 本 1  

支柱 本 1  

除草 ｍ2 1  

樹木施肥、防除 本 1  

潅水 ｍ2 1  

芝刈り ｍ2 10 ただし1,000ｍ2未満は1ｍ2単位 

スクラップ等 

評価額 
水道管等撤去材処理料 ｔ 0.1  

  例 

  ・コンクリート 0.08㎥ ⇒ 0.1㎥ 

          1.8 ㎥ ⇒ 2 ㎥ 
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適用の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章 標準歩掛 

第１節 管路工（開削） 

 １-２-４ 接手類（接合・溶接） 

    １－２－４－１ 防食ゴム取付工   DD121201031 取外工   DD121201032 

   （略） 

 

１－２－４－１４ 石綿管接合工   DD121209021 

                                                          １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘         要 

配 管 工     人 表２－２５ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費   1.0    式  

       計    

 

表２－２５ 石綿管接合工 
                                       １口当たり 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

      50       0.04       0.04 

      75       0.04       0.04 

     100       0.06       0.06 

     150       0.07       0.07 

     200       0.07       0.07 

     250       0.08       0.08 

     300       0.09       0.09 

     350       0.11       0.11 

 

１－２－４－１５ 急速埋設継手鋼管工 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

鋼 管 据 付 工     ｍ １－２－２－１又は１－２－２－２ 

鋼管溶接工(裏当溶接)     口 １－２－４－９ 

鋼管内面塗装工（人力）     口 １－２－４－１０ 

鋼 管 外 面 塗 装 工 

（ジョイントコート） 
    口 １－２－４－１１ 

ポリエチレンスリーブ被覆工     ｍ １－１－２ 

明 示 テ ー プ 巻 付 工     ｍ １－１－４ 

       計    

注1.本表は、管径800mm以上の鋼管布設工事において、施工時間等に制約があり急速埋設継手工法を
使用する場合に適用する。 

注2.急速埋設継手材料(裏当金、断熱材)は見積りにより特殊製品費に計上する。 
 

 

 

第Ⅱ章 標準歩掛 

第１節 管路工（開削） 

 １-２-４ 接手類（接合・溶接） 

    １－２－４－１ 防食ゴム取付工   DD121201031 取外工   DD121201032 

   （略） 

１－２－４－１４ 石綿管接合工   DD121209021 

                                                          １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘         要 

配 管 工     人 表２－２５ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費   1.0    式  

       計    

 

表２－２５ 石綿管接合工 
                                       １口当たり 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 

      50       0.04       0.04 

      75       0.04       0.04 

     100       0.06       0.06 

     150       0.07       0.07 

     200       0.07       0.07 

     250       0.08       0.08 

     300       0.09       0.09 

     350       0.11       0.11 

 

１－２－４－１５ 急速埋設継手鋼管工 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

鋼 管 据 付 工     ｍ １－２－２－１又は１－２－２－２ 

鋼管溶接工(裏当溶接)     口 １－２－４－８ 

鋼管内面塗装工（人力）     口 １－２－４－９ 

鋼 管 外 面 塗 装 工 

（ジョイントコート） 
    口 １－２－４－１０ 

ポリエチレンスリーブ被覆工     ｍ １－１－２ 

明 示 テ ー プ 巻 付 工     ｍ １－１－４ 

       計    

注1.本表は、管径800mm以上の鋼管布設工事において、施工時間等に制約があり急速埋設継手工法を
 使用する場合に適用する。 

注2.急速埋設継手材料(裏当金、断熱材)は見積りにより特殊製品費に計上する。 
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備考 改正（令和元年7月） 現行（平成31年4月） 

 

 

 

 

 

 
適用欄の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－７－１－３ 仕切弁設置工（機械）  DD201301011 

１箇所当たり 

名   称   員 数   単 位          摘         要 

仕切弁据付工（機械） １．０    箇所 １－７－１－４ 

フ ラ ン ジ 接 合 工      口 １－２－４－７ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－６，７ 

諸 雑 費 １．０     式  

       計    

本表は、仕切弁の機械吊込による据付であり、道路幅員3.0ｍ以上に適用する。 

 

１－７－１－４ 仕切弁据付工（機械）  DD121301021  撤去工 DD121301022 

                                                                    １箇所当たり 

     名    称   員 数   単 位          摘         要 

配 管 工      人 表７－２、表７－３ 

普 通 作 業 員      人    〃      〃 

ク レ ー ン 運 転  Ｈ（日）    〃      〃  、表７－２２ 

諸 雑 費 １．０     式  

         計    

注1.本表は、鋳鉄製及び鋼板製仕切弁の機械による据付に適用する。 

注2.本表には、フランジ接合及び鋳鉄管接合は含まれていない。 

注3.トラッククレーン運転は賃料とする。 

注4.撤去工は、防護工を除く本歩掛の60％とする。 
 

表7－２ 仕切弁据付工（鋳鉄製、機械） 

呼び径 
（㎜） 

配管工 
（人） 

普通作業員 
（人） 

機   種 運転時間 
（Ｈ） 

賃 料 
（日） たて型 横 型 

     75以下      0.03     0.05 クレーン付 

トラック 

４ｔ積 

２．９ｔ吊 

－ 

０．４０ － 

     100      0.03     0.05 ０．４０ － 

     150     0.04     0.06 ０．４９ － 

     200     0.05     0.08 ０．５７ － 

     300     0.11     0.17 ０．９１ － 

     400     0.41     1.13 トラック 

クレーン 
油圧伸縮ジブ型 

４．９ｔ吊 

トラック 

クレーン 
油圧伸縮ジブ型 

４．９ｔ吊 

－ ０．２９ 

     500     0.82     2.47 － ０．３２ 

     600     1.13     3.61 － ０．３４ 

     700     1.44     4.22 － ０．３６ 

     800     1.65     5.25 

１６ｔ吊 １６ｔ吊 

－ ０．４０ 

     900     1.85     5.97 － ０．４３ 

   1,000     2.06     6.70 － ０．４５ 

   1,100     2.16     7.11 － ０．５２ 

   1,200     2.37     7.31 
 ２０ｔ吊 

２０ｔ吊 － ０．５３ 

   1,350     2.58     7.42 ２５ｔ吊 － ０．５９ 

   1,500     2.79     7.53 ２５ｔ吊 ３５ｔ吊 － ０．７０ 

注1. 本表は、鋳鉄製仕切弁の機械による据付に適用する。 
注2. 16ｔ吊以上のクレーン機種は、ラフテレーンクレーン油圧式伸縮ジブ型とする。 

 

 

１－７－１－３ 仕切弁設置工（機械）  DD201301011 

１箇所当たり 

名   称   員 数   単 位          摘         要 

仕切弁据付工（機械） １．０    箇所 １－７－１－４ 

フ ラ ン ジ 接 合 工      口 １－２－４－６ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－６，７ 

諸 雑 費 １．０     式  

       計    

本表は、仕切弁の機械吊込による据付であり、道路幅員3.0ｍ以上に適用する。 

 

１－７－１－４ 仕切弁据付工（機械）  DD121301021  撤去工 DD121301022 

                                                                   １箇所当たり 

     名    称   員 数   単 位          摘         要 

配 管 工      人 表７－２、表７－３ 

普 通 作 業 員      人    〃      〃 

ク レ ー ン 運 転  Ｈ（日）    〃      〃  、表７－２２ 

諸 雑 費 １．０     式  

         計    

注1.本表は、鋳鉄製及び鋼板製仕切弁の機械による据付に適用する。 

注2.本表には、フランジ接合及び鋳鉄管接合は含まれていない。 

注3.トラッククレーン運転は賃料とする。 

注4.撤去工は、防護工を除く本歩掛の60％とする。 

 
表7－２ 仕切弁据付工（鋳鉄製、機械） 

呼び径 
（㎜） 

配管工 
（人） 

普通作業員 
（人） 

機   種 運転時間 
（Ｈ） 

賃 料 
（日） たて型 横 型 

     75以下      0.03     0.05 

  

０．４０ － 

     100      0.03     0.05 ０．４０ － 

     150     0.04     0.06 ０．４９ － 

     200     0.05     0.08 ０．５７ － 

     300     0.11     0.17 ０．９１ － 

     400     0.41     1.13 トラック 

クレーン 
油圧伸縮ジブ型 

４．９ｔ吊 

トラック 

クレーン 
油圧伸縮ジブ型 

４．９ｔ吊 

－ ０．２９ 

     500     0.82     2.47 － ０．３２ 

     600     1.13     3.61 － ０．３４ 

     700     1.44     4.22 － ０．３６ 

     800     1.65     5.25 

１６ｔ吊 １６ｔ吊 

－ ０．４０ 

     900     1.85     5.97 － ０．４３ 

   1,000     2.06     6.70 － ０．４５ 

   1,100     2.16     7.11 － ０．５２ 

   1,200     2.37     7.31 
 ２０ｔ吊 

２０ｔ吊 － ０．５３ 

   1,350     2.58     7.42 ２５ｔ吊 － ０．５９ 

   1,500     2.79     7.53 ２５ｔ吊 ３５ｔ吊 － ０．７０ 

注1. 本表は、鋳鉄製仕切弁の機械による据付に適用する。 
注2. 16ｔ吊以上のクレーン機種は、ラフテレーンクレーン油圧式伸縮ジブ型とする。 
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備考 改正（令和元年7月） 現行（平成31年4月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用の訂正 

 

 

 

 

 

１－７－２ バタフライ弁 

１－７－２－１ バタフライ弁設置工（人力）DD201302011 

１箇所当たり 

    名    称   員 数   単 位        摘         要 

バタフライ弁据付工 １．０    箇所 １－７－２－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工 ２．０     口 １－２－４－７ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－７ 

諸 雑 費 １．０     式  

         計    

注1.本表は、人力吊込による据付であり、道路幅員3.0ｍ未満及び機械施工のでき 

ない場合に適用する。 

 

１－７－２－２ バタフライ弁据付工（人力）DD121302011  撤去工 DD121302012 

（略） 

 

１－７－２－３ バタフライ弁設置工（機械）   DD201302011 

                                                        １箇所当たり 

   名   称   員 数   単 位          摘         要 

バ タ フ ラ イ 弁 据 付 工 １．０    箇所 １－７－２－４ 

フ ラ ン ジ 接 合 工 ２．０     口 １－２－４－７ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－７ 

諸 雑 費 １．０     式  

       計    

 

（略） 

１－７－３ 空気弁 

１－７－３－１ 空気弁設置工 DD201303031  撤去工 DD201303041 

１箇所当たり 

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－３－２ 

フランジ接合工  口 １－２－４－７ 

防食ゴム取付工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 
注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

（略） 

 

 

１－７－２ バタフライ弁 

１－７－２－１ バタフライ弁設置工（人力）DD201302011 

１箇所当たり 

    名    称   員 数   単 位        摘         要 

バタフライ弁据付工 １．０    箇所 １－７－２－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工 ２．０     口 １－２－４－６ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－７ 

諸 雑 費 １．０     式  

         計    

注1.本表は、人力吊込による据付であり、道路幅員3.0ｍ未満及び機械施工のでき 

ない場合に適用する。 

 

１－７－２－２ バタフライ弁据付工（人力）DD121302011  撤去工 DD121302012 

（略） 

 

１－７－２－３ バタフライ弁設置工（機械）   DD201302011 

                                                        １箇所当たり 

   名   称   員 数   単 位          摘         要 

バ タ フ ラ イ 弁 据 付 工 １．０    箇所 １－７－２－４ 

フ ラ ン ジ 接 合 工 ２．０     口 １－２－４－６ 

仕 切 弁 防 護 工 １．０    箇所 １－７－１－７ 

諸 雑 費 １．０     式  

       計    

 

（略） 

１－７－３ 空気弁 

１－７－３－１ 空気弁設置工 DD201303031  撤去工 DD201303041 

１箇所当たり 

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－３－２ 

フランジ接合工  口 １－２－４－６ 

防食ゴム取付工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 
注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

（略） 
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適用の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－７－４ 消火栓 

１－７－４－１ 消火栓設置工 DD201303011   撤去工 DD201303021 

                                                      １箇所当たり  

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－４－２ 

フランジ接合工  口 １－２－４－７ 

防食ゴム取付工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1.据付工にフランジ接合１口が含まれる 

注2.防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

 

１－７－４－２ 消火栓据付工  DD121303011  撤去工 DD121303012 
                                                           １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１８ 

普 通 作 業 員      人   〃  

ク レ ー ン 運 転  Ｈ 〃  、７－２２ 

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

諸 雑 費    1.0 式 労務費の１．０％ 

       計    

    

注1. 労力は、小運搬、据付、フランジ接合（1口）含む。 

注2. 本表の据付には、補修弁・フランジ短管等の取付管を含む。 

注3. 機械施工を基本とし、機種は本管据付工による。 

注4. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注5. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 

 

（略） 

 

 

 

１－７－４ 消火栓 

１－７－４－１ 消火栓設置工 DD201303011   撤去工 DD201303021 

                                                      １箇所当たり  

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－４－２ 

フランジ接合工  口 １－２－４－６ 

防食ゴム取付工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 
注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

 

１－７－４－２ 消火栓据付工  DD121303011  撤去工 DD121303012 
                                                           １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１８ 

普 通 作 業 員      人   〃  

ク レ ー ン 運 転  Ｈ 〃  、７－２２ 

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

雑 材 料  式 労務費の１．０％ 

諸 雑 費    1.0     式  

       計    

注1. 労力は、小運搬、据付、フランジ接合（1口）含む。 

注2. 本表の据付には、補修弁・フランジ短管等の取付管を含む。 

注3. 機械施工を基本とし、機種は本管据付工による。 

注4. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注5. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 

    （略） 
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名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－７－６ エアーバルーン閉止工     DD121406011 

                                                         １箇所当たり 

名     称 員 数 単 位 摘       要 

世 話 役  人 表７－２１ 

特 殊 作 業 員  人  〃 

エアーバルーン止水工機械損料 

エ ア ー バ ル ー ン 
１．０ 式  

エアーバルーン止水工機械損料 

分 水 栓 
１．０ 式  

エアーバルーン止水工機械損料 

栓 装 置 機 具 
１．０ 式  

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

注1. 本表はエアーバルーン工法による不断水閉止工に適用する。 

注2.  本表には、土工事は含まれていないので別途計上すること。掘削寸法は第Ⅳ章標準断面図「エアーバル

ーン閉止工設置土工図」のとおり。 

注3.  材料は特殊製品として別途計上すること。 

注4.  機械回送費は含む。 

注5.  エアーバルーン止水工において、断水範囲内に消火栓などが設置されており、断水状況が確認できる場

合は、分水栓損料は計上しないこと。 
 

 

表７－２１ エアーバルーン閉止工 

                                    １箇所当たり 

呼び径 
（㎜） 

世話役 
（人） 

特殊作業員 
（人） 

   75 １．０ １．０ 

  100 １．０ １．０ 

  150 １．０ １．０ 

 

表７－２２ 機械運転単価表 

 

機械名 規 格 適用単価表 指定事項 

トラック 

クレーン装置付 

４ｔ積 

２．９ｔ吊 

機－１ 

（土木工事標準積算

基準書） 

 

 

 

 

１－７－６ エアーバッグ閉止工     DD121406011 

                                                         １箇所当たり 

名     称 員 数 単 位 摘       要 

世 話 役  人 表７－２１ 

特 殊 作 業 員  人  〃 

エアーバッグ止水工機械損料 

エ ア ー バ ッ グ 
１．０ 式  

エアーバッグ止水工機械損料 

分 水 栓 
１．０ 式  

エアーバッグ止水工機械損料 

栓 装 置 機 具 
１．０ 式  

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

注6. 本表はクロダイト（エアーバッグ工法）による不断水閉止工に適用する。 

注7.  本表には、土工事は含まれていないので別途計上すること。掘削寸法は第Ⅳ章標準断面図「エアーバ

ッグ閉止工設置土工図」のとおり。 

注8.  材料は特殊製品として別途計上すること。 

注9.  機械回送費は含む。 

注10.  エアーバッグ止水工において、断水範囲内に消火栓などが設置されており、断水状況が確認できる

場合は、分水栓損料は計上しないこと。 
 

 

表７－２１ エアーバッグ閉止工 

                                    １箇所当たり 

呼び径 
（㎜） 

世話役 
（人） 

特殊作業員 
（人） 

   75 １．０ １．０ 

  100 １．０ １．０ 

  150 １．０ １．０ 

 

表７－２２ 機械運転単価表 

 

機械名 規 格 適用単価表 指定事項 

トラック 

クレーン装置付 

４ｔ積 

２．９ｔ吊 

機－１ 

（土木工事標準積算

基準書） 
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注釈を追加 

 

６節 構内工 

６－１ 

 （略） 

６－３ 配水池清掃工 

 工事内訳書 

名  称 員 数  単 位 摘         要 

配 水 池 清 掃 工   式 ６－３－１ 

仮 設 備 工   式 ６－３－２ 

        計     

 

６－３－１ 配水池清掃工 

                                    １式当たり 

名  称 員 数 単 位 摘         要 

清 掃 工 （ 柱 ・ 壁 ）  ㎡ ６－３－３（柱・壁面） 

清 掃 工 （ 床 ）  ㎡    〃   （床面） 

洗 浄 機 運 転 工  日 ６－３－４ 

        計    

注1．  洗浄機の運転日数は発動発電機運転日数の1／2を小数第１位まで計上する。 

 

 

６－３－２ 仮設備工 

 

（略） 

６－３－３ 清掃工   DD122503011 

                                                            100㎡当たり 

名  称 員 数 単 位 摘         要 

普 通 作 業 員     人 表３－１ 

諸   雑   費    1.0    式  

        計    

  1.0㎡当たり   計／100 

 

表３－１ 配水池清掃工 

                                             100㎡当たり 

清掃場所 １池当たり清掃面積 普通作業員（人） 

柱 ・ 壁 

 400㎡未満 1.33 

 400以上800未満 0.88 

 800㎡以上 0.57 

床 

 400㎡未満 0.67 

 400以上800未満 0.47 

 800㎡以上 0.29 

注1. １池当たりの清掃面積とは、清掃場所ごとに面積を算出し適用する。 

 

６節 構内工 

６－１ 

 （略） 

６－３ 配水池清掃工 

 工事内訳書 

名  称 員 数  単 位 摘         要 

配 水 池 清 掃 工   式 ６－３－１ 

仮 設 備 工   式 ６－３－２ 

        計     

 

６－３－１ 配水池清掃工 

                                    １式当たり 

名  称 員 数 単 位 摘         要 

清 掃 工 （ 柱 ・ 壁 ）  ㎡ ６－３－３（柱・壁面） 

清 掃 工 （ 床 ）  ㎡    〃   （床面） 

洗 浄 機 運 転 工  日 ６－３－４ 

        計    

注2．  洗浄機の運転日数は発動発電機運転日数の1／2を小数第１位まで計上する。 

 

 

６－３－２ 仮設備工 

 

（略） 

６－３－３ 清掃工   DD122503011 

                                                            100㎡当たり 

名  称 員 数 単 位 摘         要 

普 通 作 業 員     人 表３－１ 

諸   雑   費    1.0    式  

        計    

  1.0㎡当たり   計／100 

 

表３－１ 配水池清掃工 

                                             100㎡当たり 

清掃場所 １池当たり清掃面積 普通作業員（人） 

柱 ・ 壁 

 400㎡未満 1.33 

 400以上800未満 0.88 

 800㎡以上 0.57 

床 

 400㎡未満 0.67 

 400以上800未満 0.47 

 800㎡以上 0.29 
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４－１３ エアーバルーン閉止土工図 

 

※ Ｃは、切断位置からサドルの中心までの最低距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土工寸法                                   単位（ｍ） 

 

 
設置口径 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

７５ １.０ ０.６ ０.６ ０.３ ０.１ 

１００ １.０ ０.６ ０.６ ０.３ ０.１ 

１５０ １.２ ０.８ ０.８ ０.３ ０.１ 

 

４－１３ エアーバック閉止土工図 

 

※ Ｃは、切断位置からサドルの中心までの最低距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        土工寸法                                   単位（ｍ） 

設置口径 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

７５ １.０ ０.６ ０.６ ０.３ ０.１ 

１００ １.０ ０.６ ０.６ ０.３ ０.１ 

１５０ １.２ ０.８ ０.８ ０.３ ０.１ 
 

 


